
日医工MPS

CopyrightⒸ2023Nichi-IkoPharmaceuticalCo.,Ltd.

日医工医療行政情報
https://stu-ge.nichiiko.co.jp/

(１)「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した上
で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イアを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行
う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２)「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３)「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４)当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５)「注1のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６)医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７)持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８)患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９)「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10)「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg以上減少した場合を含めることができる。
(11)「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12)「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13)「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬
の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

小児がん拠点病院等の整備について
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(１)「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した上
で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イアを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行
う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２)「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３)「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４)当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５)「注1のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６)医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７)持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８)患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９)「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10)「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg以上減少した場合を含めることができる。
(11)「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12)「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13)「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬
の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

がん診療連携拠点病院等とは
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小児向け がんゲノム

小児がん中央機関 （2か所）

小児がん拠点病院 （15か所）

国立がん研究センター （2か所）

都道府県がん診療連携拠点病院（51か所）

地域がん診療連携拠点病院（357か所）

特定領域がん診療連携拠点病院 （1か所）

地域がん診療病院（47か所）

がんゲノム医療中核拠点病院（13か所）

がんゲノム医療拠点病院（32か所）

がんゲノム医療連携病院（203か所）

がん診療連携拠点病院等とは、全国どこでも質の高いがん医療を提供することができるよう指定された病院
で、全国で456か所指定されています。
小児がん拠点病院等とは、小児・AYA世代（15歳から39歳）の患者についても、全人的な質の高いがん

医療及び支援を受けることができるよう、全国で17か所の病院が指定されています
がんゲノム医療中核拠点病院等とはゲノム医療を必要とするがん患者が、全国どこにいても、がんゲノム医療

を受けられる体制を構築するため、全国に248か所の病院が指定されています。
これらの医療機関においては、専門的ながん医療の提供、がん診療の地域連携協力体制の構築、がん患

者・家族に対する相談支援及び情報提供等を行っています。

（令和5年4月1日現在）

（令和5年4月1日現在）

（令和5年6月1日現在）

がん診療連携拠点病院等 小児がん拠点病院等 がんゲノム医療中核拠点病院等

【参考資料】
厚生労働省ホームページ がん診療連携拠点病院等（令和5年6月15日）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/gan_byoin.html

（令和5年6月1日現在）

（令和5年6月1日現在）

成人向け
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(１)「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した上
で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イアを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行
う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２)「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３)「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４)当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５)「注1のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６)医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７)持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８)患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９)「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10)「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg以上減少した場合を含めることができる。
(11)「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12)「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13)「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬
の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

小児がん拠点病院等の指定要件の見直しのポイント

資料No.20230620-2044(3)-p3

拠点病院・中央機関の役割の明確化

• 拠点病院は地域ブロック内の小児がん診療体制整
備を牽引する

• 中央機関は人材育成、研究開発、中央病理診断
についても国内の体制整備を行う

適切な集約化に向けた
連携病院類型の見直し

• 連携病院類型１について、年間新規症例数が20
以上の施設を類型1-A、そうでない施設を類型1-B
と分類

• 連携病院での院内がん登録を要件化

長期フォローアップ相談支援について

• 長期フォローアップに関する適切な連携体制の
整備・検討

• がん・生殖医療を含む小児・AYA世代の相談支援
の強化

小児がん拠点病院等は「拠点病院・中央機関の役割の明確化」「適切な集約化に向けた連携病院類型の見直
し」「長期フォローアップ相談支援について」「指定のあり方について」の4つのポイントを中心に見直されました。

本資料は、2023年6月15日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

指定のあり方について

• 拠点病院については、コンペティションで優れた病院
を指定する

• 連携病院については、指定要件を満たす施設の中
から、地域ブロック協議会で議論し拠点病院が指
定する
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(１)「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した上
で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イアを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行
う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２)「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３)「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４)当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５)「注1のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６)医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７)持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８)患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９)「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10)「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg以上減少した場合を含めることができる。
(11)「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12)「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13)「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬
の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

成人向け拠点病院等

小児向け拠点病院

がんゲノム中核拠点

がんゲノム拠点

要件未充足がある場合

厚生労働大臣都道府県文書未充足の病院

指定類型の見直し
勧告

指定取消

指定の検討会の意見を踏まえて…

特例型へ（1年間）

速やかな改善が妥当である場合

医療安全上の重大な疑義、意図的な虚偽報告

【参考資料】 令和３年10月27日 第13回がん診療提供体制のあり方に関する検討会 厚生労働省健康局がん・疾病対策課 「がん診療提供体制について」より

・各拠点病院の指定期間は最大4年とされており、2023年3月末が満期となり、2023年4月より新たな指定期間が始まります。
・もし、新たな指定期間中に要件の未充足がある場合は、文書にて都道府県を通して厚生労働大臣に報告しなければなりません。
・厚生労働大臣は、指定検討会の意見を踏まえて、類型の見直し、勧告、取消のいずれかの決定をします。
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再指定

再指定

再指定

2023年4月2019年4月 2020年4月 2021年4月 2022年4月

指定期間　2年

指定期間　最大4年

指定期間　4年

指定期間　2年半
1年延長

各拠点病院等の指定期間と要件未充足の場合の対応

本資料は、2023年6月15日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。
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(１)「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した上
で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イアを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行
う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２)「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３)「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４)当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５)「注1のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６)医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７)持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８)患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９)「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10)「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg以上減少した場合を含めることができる。
(11)「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12)「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13)「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬
の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

小児がん拠点病院の整備指針

厚生労働大臣

小児がん連携病院

小児がん拠点病院（15か所）

地域の小児がん診療を行う連携病院
（類型１）

全国

小児がん中央機関（2か所）

・国立がん研究センター
・国立成育医療研究センター

小児がん拠点病院の
指定に関する検討会

勧告
取消

地域ブロック協議会

特定のがん種等についての診療を行う連携病院
（類型２）

・類型1-A：一定以上の症例数等の要件を満たす施設
・類型1-B：地域の小児がん診療を行う施設

小児がん患者等の長期の診療体制の強化
のための連携病院

（類型３）

連携

症例のバラツキが大きく2つのカテゴリーに分ける
ため類型が追加されました

推薦

資料No.20230620-2044(3)-p5

小児がん患者の数が限られている中、質の高い医療を提供するため、地域バランスも考慮し、拠点病院を全国に15か所程度整備する

設置・運営

拠点病院の他、地域における小
児がん診療及び支援の担うもの、
行政、患者団体等の関係団体
に関与を求め、協議実行する

指定

全国7ブロック

本資料は、2023年6月15日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。
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小児がん拠点病院に求められる
医療行為別 医療従事者配置基準➀

資料No.20230620-2044(3)-p6

常勤
1名以上

薬剤師医師
薬物療法

専任

原則常勤

1名以上必要な数

専従が望ましい

医師

手術療法

1名以上必要な数

原則常勤 専任

病理診断・細胞診断

専従

1名以上

医師
原則常勤

細胞診断業務に携わるもの

1名以上

配置することが望ましい

専従が望ましい

追加

追加

必要な専門的な知識
及び技能を有する

追加

放射線療法
医師

1名以上必要な数

追加
常勤 1名以上

放射線技師 放射線治療技術者

放射線療法における機器
の精度管理、照射計画の
検証、照射計画補助作業
等に携わる技術者等

1名以上

本資料は、2023年6月15日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

「望ましい」＝次期改定で必須を念頭に置いています
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小児がん拠点病院に求められる
医療行為別 医療従事者配置基準②

緩和ケアチーム

常勤

・1名以上

看護師

1名以上

薬剤師
1名以上

公認心理師等

緩和ケアチームに協力す
る薬剤師を配置すること
が望ましい 緩和ケアチームに協力する

公認心理士等を配置する
ことが望ましい

1名以上 1名以上

身体症状の緩和医師 精神症状の緩和医師

常勤が望ましい 常勤が望ましい

専門的な知識及び技能を有する 専門的な知識及び技能を有する

専門的な知識及び技能を有する

公認心理師等の
医療心理に携わる者

追加

資料No.20230620-2044(3)-p7
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「望ましい」＝次期改定で必須を念頭に置いています
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小児がん拠点病院に求められる
医療行為別 医療従事者配置基準③

長期フォローアップに携わる部門に配置

医師

小児・AYA世代の長期フォローアップに携わる部門
看護師等診療従事者

長期フォローアップに携わる部門に配置

小児看護・がん看護

常勤
専従

・1名以上
必要な数

専門又は認定看護師

小児科領域

「小児・AYA世代のがんの長期
フォローアップに関する研修会」

研修を受講 研修を受講

「小児・AYA世代のがんの長期
フォローアップに関する研修会」

追加 心理社会的支援、成長発達支援、環境援助、治癒的な遊
びの提供、治療に伴う心的外傷の緩和等の医療環境にある
子どもや家族への療養支援に関する知識を有する者

それぞれ配置

保育士 社会福祉士又は精神保健福祉士

1名以上必要な数

公認心理師等

追加

専門的知識な知識及び技能

医療心理に携わる
追加

追加

追加

資料No.20230620-2044(3)-p8
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「望ましい」＝次期改定で必須を念頭に置いています



日医工MPS

CopyrightⒸ2023Nichi-IkoPharmaceuticalCo.,Ltd.9

小児がん拠点病院等に求められる実績要件

➀ 小児がんについて年間新規症例数が30例以上であること。
② ➀のうち固形腫瘍について年間新規症例数が少なくとも10例程度あること。
③ ➀のうち造血器腫瘍について年間新規症例数が少なくとも10例程度あること。

《類型1-Aは1-Bの要件に加え下記の実績必須。1-Bには実績要件は含まれていません》 p10-p11参照
ア 小児がん年間新規症例数が20例以上。

・小児がん連携拠点病院

・小児がん連携病院（類型
1）

【診療実績】

・特定のがん種等についての診療を行う連携病院（類型２）

・小児がん患者等の長期の診療体制の強化のための連携病院（類型３）
連携する拠点病院に診療実績等について現況報告及び医療の質を評価する指標等を提出すること。

資料No.20230620-2044(3)-p9
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【参考】 小児がん拠点病院等の主な指定要件の比較

小児がん拠点病院 小児がん連携病院
（類型１－A、類型１－B）

特定のがん種等につい
ての診療を行う連携病
院 （類型２）

小児がん患者等の長期の診
療体制の強化のための連携
病院（類型３）

診療実績 ① 小児がん年間新規症例数が30例以上
② ①のうち固形腫瘍年間新規症例数が少なくとも10 

例程度
③ ①のうち造血器腫瘍について年間新規症例数が少

なくとも10 例程度

《類型１ーAは必須》
ア 小児がん年間新規症例数が20例以上
イ 各地域の小児がん医療及び支援が適切に

提供されるよう努めること。
ウ がん診療連携拠点病院の都道府県協議会

などに積極的に参画すること。

・連携する拠点病院に
診療実績等について
現況報告及び医療の
質を評価する指標等
を提出すること。

・連携する拠点病院に診療実
績等について現況報告及び
医療の質を評価する指標等
を提出すること。

手術 専任の医師を１人以上必要な数配置すること（原則
として常勤であること。又、専従であることが望ましい）。 小児がん拠点病院に準じた人員配置を行うことが望ましい ―

放射線診
断・治療

・放射線療法に携わる医師を１人以上必要な数配置
すること。

・放射線療法に携わる診療放射線技師を１人以上
配置すること。

・機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助
作業等に携わる技術者等を１人以上配置すること。

・小児がん拠点病院に準じた人員配置を行うことが望ましい ―

薬物療法 ・専任の小児がんの薬物療法に携わる医師を１人以
上必要な数配置すること（医師は、原則常勤である
こと。又、専従であることが望ましい）。

・薬物療法に携わる常勤の薬剤師を１人以上配置す
ること。

・小児がん拠点病院に準じた人員配置を行うことが望ましい ―

病理診断 ・専従の医師を１人以上配置すること（医師は、原則
常勤であること）。 ・小児がん拠点病院に準じた人員配置を行うことが望ましい ―

細胞診断 ・細胞診断に関する業務に携わる者を１人以上配置
することが望ましい。 ・小児がん拠点病院に準じた人員配置を行うことが望ましい ―

緩和ケア
チーム

・身体症状の緩和に携わる医師並びに精神症状の緩
和に携わる医師をそれぞれ１人以上配置すること
（医師は、常勤が望ましい）。

・緩和ケアに携わる常勤の看護師を１人以上配置
・薬剤師及び公認心理師等の医療心理に携わる者を

それぞれ１人以上配置することが望ましい。

・小児がん拠点病院に準じた人員配置を行うことが望ましい ―

資料No.20230620-2044(3)-p10

注：青文字アンダーラインは前回より追加又は変更された箇所
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小児がん拠点病院 小児がん連携病院
（類型１－A、類型１－B）

特定のがん種等につ
いての診療を行う連
携病院 （類型２）

小児がん患者等の長期の診
療体制の強化のための連携
病院（類型３）

小児看護・
がん看護

・小児看護やがん看護に関する専門看護師又は認定
看護師を１人以上必要な数配置していること（看
護師は、専門的な知識や技能を習得していることが
望ましい）。

・小児がん拠点病院に準じた人員配置を行うことが望ましい

小児科領域

・小児科領域に関する公認心理師等の医療心理に
携わる者及び保育士及び、社会福祉士もしくは精
神保健福祉士をそれぞれ配置していること。

・医療環境にある子どもや家族への療養支援に関する
専門的な知識及び技能を有する者を１人以上必
要な数配置していること。

・小児がん拠点病院に準じた人員配置を行うことが望ましい

小児・
AYA世代

・「小児・ＡＹＡ世代のがんの長期フォローアップに関す
る研修会」を受講した医師を部門に配置していること。

・「小児・ＡＹＡ世代のがんの長期フォローアップに関す
る研修会」を受講した看護師等部門に配置している
こと。

・小児がん拠点病院に準じた人員配置を行うことが望ましい
・「小児・ＡＹＡ世代のがんの

長期フォローアップに関する研
修会」を受講した医師を配
置していること。

安全管理
・医療法に基づく医療安全にかかる適切な体制を確

保すること。また、日本医療機能評価機構の審査等
の第三者による評価を受けていること。

・小児がん拠点病院に規定する医療安全に関する項目を満たすこと。

相談支援
センター

・「がん相談支援センター相談員基礎研修」を受講後、
「小児がん相談員専門研修」を修了した専任の相
談支援に携わる者を１人以上配置すること。

・左記の研修を受けた者を配置することが望ましい。自施設で対応できない場合には拠点病院等のがん
相談支援センターと連携すること。

院内がん登録
・国立がん研究センターが提供する研修で認定を受け

ておりかつ中級認定者相当の技能を有する者を１
人以上配置すること

・院内がん登録の指針に即して実施すること。その実務を担う者として、
国立がん研究センターが提供する研修で認定を受けている者を１人
以上配置すること。

・院内がん登録の指針に即し
て実施することが望ましい。そ
の実務を担う者として、国立
がん研究センターが提供する
研修で認定を受けている者
を１人以上配置すること。

【参考】 小児がん拠点病院等の主な指定要件の比較

資料No.20230620-2044(3)-p11
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Ⅱ 拠点病院の指定要件について
１ 診療体制

① 集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供
イ 小児がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、以下のカンファレンスをそれぞれ必要

に応じて定期的に開催すること。また、検討した内容については、診療録に記録の上、関係者間で共有
すること。
ⅱ 個別もしくは少数の診療科の医師に加え、看護師、薬剤師、必要に応じて公認心理師や緩和ケアチ

ームを代表する者等を加えた症例への対応方針を検討するカンファレンス
（２）診療従事者

② 専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置
イ 薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の薬剤師を１人以上配置すること。
ウ 緩和ケアチームに、緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を１人以上配置

すること。また、緩和ケアチームに協力する薬剤師及び公認心理師等の医療心理に携わる者をそれぞれ
１人以上配置することが望ましい。

Ⅲ 小児がん連携病院の指定について
(２）特定のがん種等についての診療を行う連携病院

ウ Ⅱの１の（２）に準じた人員配置を行うことが望ましい。
Ⅳ 小児がん中央機関の指定について
指定要件の中には特に薬剤師に関する記載はありません。

【参考】 薬剤師が関連する
小児がん拠点病院等の指定要件

資料No.20230620-2044(3)-p12
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●小児がんは、年間2000人から2500人が発症しており、患者家族が安心して適切な医
療や支援を受けられるように、これまで全国に15か所の拠点病院、2か所の中央機関を
整備しました。

●小児がん拠点病院等の指定要件が見直され、連携病院類型１について、年間新規症
例数が20以上の施設を類型1-A、そうでない施設を類型1-Bに分類されました

●整備指針では指定要件が厳格化されており、特に専門職種の配置について要件が変更
されています。

●指定要件に未充足がある場合には、指定類型の見直しが図られ、医療安全上の重大
な疑義がある場合には、指定取り消しまで至ることがあります。

まとめ

資料No.20230620-2044(3)-p13
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(１)「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した上
で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イアを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行
う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２)「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３)「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４)当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５)「注1のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６)医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７)持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８)患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９)「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10)「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg以上減少した場合を含めることができる。
(11)「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12)「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13)「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬
の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。
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